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【重 要】技能実習生等向け技能検定受検手数料の払込手数料の改定について 

 

 標記受検手数料の払込みについては、現在、払込人様にご負担いただいております

が、当方利用サービス提供元である「㈱群馬銀行」より払込手数料が改定となる旨の

通知がありました。 

つきましては、取扱いを下記のとおりとさせていただきたく、関係する皆様にはご負担

をおかけしますが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

記 

1．払込手数料の改定 

現在の払込手数料（税込）                      改訂後の払込手数料（税込） 

 

 

2．払込手数料の改定時期 

  

払込手数料は１件あたり 132 円 ⇒ 払込手数料は１件あたり 165 円 

11月 1日以降の試験の請求分から改定した払込手数料とさせていただきます。 

払込手数料は、当方より送付いたします払込取扱票に受検手数料と払込手数料の

合計額を印字して送付いたします。 


